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          あ き る 野 市 教 育 委 員 会 １ 月 定 例 会 会 議 録 

 

１ 開 催 日   平成２４年１月２６日（木） 

 

２ 開 催 時 刻   午後２時００分 

 

３ 終 了 時 刻   午後２時３６分 

 

４ 場 所   あきる野市役所 ５階 ５０５会議室 

 

５ 日 程   日程第１ 議案第１号 平成２４年度使用教科用図書（特別支援学 

級教科書）の採択について 

           日程第２ 教育委員報告 

           日程第３ 委員長の選挙について 

           日程第４ 委員長職務代理者の指定について 

 

６ 出 席 委 員   委員長職務代理者     古 田 土 暢 子 

           委      員     山 城 清 邦 

           委      員     田 野 倉 美 保 

           教 育 長     宮 林   徹 

 

７ 欠 席 委 員   なし 

 

８ 事務局出席者   教 育 部 長     荻 島 邦 彦 

           指 導 担 当 部 長     新 村 紀 昭 

           生涯学習担当部長     山 田 雄 三 

           教 育 総 務 課 長     鈴 木 惠 子 

           教育施設担当課長     石 川 英 次 

           学 校 給 食 課 長     小 林 賢 司 

           指 導 担 当 課 長     千 葉 貴 樹 

           生涯学習推進課長     関 谷   学 

           公 民 館 長     岡 野 要 一 

           体 育 課 長     木 下 義 彦 

           国 体 推 進 室 長     橋 本 恵 司 

           図 書 館 長     森 下   正 
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           秋川キララホール館長   逢 坂 郁 生 

           指 導 主 事     梶 井 ひとみ 

           指 導 主 事     西 山 豪 一 

 

９ 事務局欠席者   なし 
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教育総務課長（鈴木惠子君） 

   会議の開会に先立ちまして、１月１０日にご逝去されました溝口勲夫あきる野市教育委

員会委員長のご冥福をお祈りいたしまして黙祷したいと思います。皆様ご起立をお願いい

たします。 

黙祷。 

黙祷を終わります。ご着席をお願いします。 

開会宣言   午後２時００分 

 

教育総務課長（鈴木惠子君） 

   本日の会議につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１２条第４項

の規定によりまして、日程にあります委員長選任までの間、古田土委員長職務代理に進行

をお願いしたいと思います。 

古田土委員長職務代理者、お願いいたします。 

委員長職務代理者（古田土暢子君） 

   溝口委員長が亡くなられて、私たちとしても大きな支えを失った気がいたします。平成

１４年の教育委員就任からお亡くなりになるまでの９年余りの間、豊富な経験と広い見識、

そして強いリーダーシップのもとに私たちにご指導いただきました。昨年１０月、定例会

での委員長選任のときには、委員長職を快くお引き受けいただきました。今思うと体調が

万全ではない中にあっても、強い意志と精神力により委員長の職をお引き受けになられた

のではないかと思います。その姿勢に改めて溝口委員長の教育への熱い思いを感じます。

その思いを私たちが引き継いでまいりたいと思います。 

   それでは、ただいまからあきる野市教育委員会１月定例会を開催いたします。 

   本日の会議には教育委員４名が出席しており、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第１３条第２項に規定する定足数に達しておりますので、会議は成立しております。事

務局は全員が出席しております。それでは、議事日程に従って会議を進めたいと思います。 

   まず、会議録署名委員の指名については、山城委員と田野倉委員を指名します。 

   それでは、議事に入りたいと思います。 

日程第１ 議案第１号平成２４年度使用教科用図書（特別支援学級教科書）の採択につ

いてを上程します。 

   提出者は説明をお願いします。 

   教育長。 

教育長（宮林 徹君） 

   議案第１号平成２４年度使用教科用図書（特別支援学級教科書）の採択についての議案

を提出いたします。 

   説明は新村部長より説明いたします。 

委員長職務代理者（古田土暢子君） 

   新村指導担当部長。 

指導担当部長（新村紀昭君） 

   それでは、議案第１号平成２４年度使用教科用図書（特別支援学級教科書）の採択につ
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いてご説明申し上げます。 

   昨年、平成２３年７月中学校教科用図書の採択の際にも申し上げましたように、教科用

図書を採択する権限は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条の第６号の規

定により、教育委員会の職務権限として定められております。また、小学校及び中学校に

設置されている特別支援学級で使用する教科用図書につきましては、学校教育法附則第９

条の規定により、学校教育法第３４号第１項に規定する教科用図書以外の教科用図書を使

用することができるとされております。これらの法律に基づき、昨年７月２６日、特別支

援学級が使用する教科用図書の採択をしていただきました。その後、東京都教育委員会が

各市町村分の需要数を取りまとめ文部科学省へ報告し、文部科学省は、それぞれの図書の

発行者に対して、当該図書を平成２４年度に供給できるか否かを確認いたしました。本市

で取りまとめる際にも同様の確認を行いましたが、その時点で平成２４年度に供給未定と

いう回答を得た図書もありましたので、希望どおり報告をいたしました。確認の結果、絶

版等の理由により供給不能である図書や改訂されている図書等が記載された一覧が平成２

３年１２月に文部科学省から都教委を通じて送付され、供給不能な図書については、代替

の図書を学校に選択してもらい、改訂された図書については、改訂版をそのまま使用する

かどうかの確認をいたしました。今回、別添資料のように供給不能による新規追加図書２

件、改訂版の発行に伴う著書名変更が３件ございましたので、ご審議の上、ご採択いただ

きますよう、よろしくお願い申し上げます。 

委員長職務代理者（古田土暢子君） 

   説明が終わりました。 

   これから質疑に入ります。 

   何か質問などありますか。 

   山城委員。 

委員（山城清邦君） 

   基本的な質問になってしまうかもしれませんけど、ここに上がっている、今おっしゃら

れた教科書というのは、いわゆる通常の文部科学省検定教科書とは全く範疇の違うものに

なるわけでしょうか。 

委員長職務代理者（古田土暢子君） 

   指導担当部長。 

指導担当部長（新村紀昭君） 

   先ほども申しましたように特別支援学級につきましては、検定済み教科書を使用するこ

ともできるんですが、子供たちの実態に応じて一般図書をあわせて使用することができる

というふうになってございますので、教科用図書を使わない場合には、一般図書の中から

発達段階に応じて教科書を選んでおります。 

   以上であります。 

委員（山城清邦君） 

   その場合には、この本にしたいということは、特別支援学級を担当している先生方が学

校ごとに決めるのですか。それともそういった先生たちが、あきる野市立の先生たちが一

堂に会して委員会みたいなもの、一般の教科書と同じように委員会みたいなものがありま
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して、それで選別をしてこういうものが欲しいですということを市に持ってくるのでしょ

うか。 

委員長職務代理者（古田土暢子君） 

   指導担当部長。 

指導担当部長（新村紀昭君） 

   一般的には各学校、児童生徒、それぞれ障がいの程度も違いますし、その特性もござい

ますので、学校ごとにそれぞれの児童に合った形ということで図書を選んでいます。ただ、

市内にある特別支援学級間で、そうした情報交換、この一般図書は使いやすいとか、こう

いうところで有効であったか、そういった情報交換等をお互いにしているというふうに考

えております。基本的には学校ごとです。 

委員（山城清邦君） 

   ありがとうございました。 

委員長職務代理者（古田土暢子君） 

   ほかによろしいでしょうか。 

《はい》 

委員長職務代理者（古田土暢子君） 

   質問がないようですので、質疑を終了いたします。 

議案第１号平成２４年度使用教科用図書（特別支援学級教科書）の採択については、原

案のとおり承認することに異議がございませんか。 

《異議なし》 

委員長職務代理者（古田土暢子君） 

   異議なしと認めます。 

   議案第１号平成２４年度使用教科用図書（特別支援学級教科書）の採択については、原

案のとおり承認されました。 

   続きまして、教育委員報告です。 

   それでは、教育長から報告をお願いします。 

教育長（宮林 徹君） 

   私のほうはＡ４判にあるとおりでございますが、ちょっとそこのところでプリントミス

といいますか、溝口先生のお通夜の日にちが１３日のままになっておりますけれども、そ

こが、真ん中辺にありますけれども、１月１４日土曜日という文言を入れておいていただ

きたいと思います。１３日は、町内会自治会連合会の新年会が午後６時から、１４日は溝

口先生のお通夜ということで、１４日を入れていただきたいと思います。何といってもこ

の２日間といいますか、溝口先生についての１カ月であったというふうに思います。二度

とこんなことが、味わいたくないなというつらい１カ月でありましたけれども、頑張らな

くちゃいけないなと思います。 

   私のほうは以上です。 

委員長職務代理者（古田土暢子君） 

   ほかの教育委員から報告などありますか。 

   山城委員。 
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委員（山城清邦君） 

   １月１８日に増戸中学校、小学校の小中一貫教育の研究推進校発表会に出させていただ

きまして、先生方が一生懸命やっておられる姿を拝見しましてとても勉強になりました。

大変新しい試みで、小学校、中学校の先生方、それぞれ多分戸惑いがありつつ進んでいら

っしゃると思うんですけども、立派な紀要も出ておりましたし、大変な作業であったと思

います。これからも両校長を中心として、ますます有意義な研究が進んでいっていい学校

ができるといいなとつくづく思いました。 

   それと同時に、千葉大学の先生の講演が最後にありましたけれども、時間が３０分とい

うことで、ちょっとその点に関しては、いろいろ時間配分、学校の行事いろいろあって難

しかったのかもしれませんけれども、あれだけ経験の豊富で見識の高い先生をお呼びした

のに、３０分で先生もかなり駆け足のお話だったような気がしました。ちょっとその点は

残念だったなという気持ちが正直いたしました。 

   以上です。 

委員長職務代理者（古田土暢子君） 

   ありがとうございました。 

   ちょっと質問いたします。教育長の１月１２日の南薩摩地区教育長４名研修視察と、そ

れから１月２３日の天皇、皇后両陛下がお見えになった様子などはいかがでしょうか。お

話ししていただければと思います。 

教育長（宮林 徹君） 

   １月１２日ですけれども、鹿児島の南薩摩地区の４つの市の教育長さんが２年に一遍ぐ

らい管外に出て研修をするということになっているようで、九州の南の端から東京の西の

外れのあきる野にわざわざお見えいただいて、しばらくの間、お話をしたり、されたりし

ながら過ごしました。これやっぱり特別支援教育関係の話を、あきる野市の教育そのもの

について大枠でお話はしたんですけれども、それの後、私のほうからあきる野市が取り組

んでいる特別支援教育が、なぜ特別支援教育を始めたのかとか研究に取り組んだのかとか、

その取り組んだ結果、今あきる野の教育がどんなふうになっているかというお話を、私の

話し方で話をさせていただきました。それはそれなりにいろいろ来て勉強するというか、   

来てよかったのかなというふうに思って帰っていただいたんじゃないかなというふうに私

は感じましたし、今度はこちらから、私どものところもやっているのですというような話

がありましたから、何かの機会があったら今度は鹿児島のほうまで行く機会もあってもい

いかなというふうに思いながら、非常に友好的に終わりましたけれども。 

   あとは天皇、皇后の行幸については、大変これは市長初め大変な思いをして取り組んだ

と思いますけれども、その前にこれは教育委員会の施設ですから、郷土館は部長を中心に

しながら教育委員会の職員、それからあちらに勤めている職員がもう、パートまで含めて

１０人おりますけども、もうそれは、この方たちがお見えになるということが決まってか

ら後、市長、副市長、私が視察して、これじゃあとても、ちょっと見せるわけにいかない

というような指摘もされて、ここ、ここ、ここと、次から次にチェックされたところを本

当に短い間に精力的に休みもなしできれいにして、そして直前に市長がもう一度訪問して

どうなっているか。これはもうこれならいいと、これだったらもう当日お迎えしても恥ず
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かしくないというようなものに館そのものをしてくれて、私は本当に大変だったろうと思

います。私も前の日に一足先に行って見学したんですけれども、見事に仕上げて、いつこ

れで来てももう大丈夫だというふうに中の環境がなっていましたから。おいでになって、

お帰りになるまでの間というのは、わずか４０分ですが、説明が二十何分ですけれども、

それまでの取り組みに対して、私は本当に頑張ってくれたな。そういうことがあって、気

持ちよくお帰りになられたんじゃないかな、こんなふうに思います。 

   あと、来られた日が月曜日で、郷土館が火、水と定休日なんですよね。だから、天皇陛

下がきのう来たから翌日行ってみようと思ったら閉まっているわけで、２日、きょうから

ですから、もしかしたらきょうあたり天皇陛下が行ったところへ行こうよというふうにし

て人が来ているかもしらんし、これから先も来る人も多いんじゃないかなというふうには

思いますけども。大変みんなで取り組みしてよかったなと思っています。 

委員長職務代理者（古田土暢子君） 

   ありがとうございました。 

教育長（宮林 徹君） 

   あとすみません、溝口さんのお話で、いっぱいだったんですけども、一つ一つ見ていく

と、やはり１月中は随分いろんな取り組みしているんですね。今の話もそうですけれども、

私は非常に大きかったのは、１月１１日から１７日まで小宮小学校が五日市小学校と交流

授業して、特にスクールバスの運行試行をしたんですよ。これ小宮の一番奥のほうから朝

乗せて、子供を乗せて、そしてスクールバスで通学することが始まるわけですけれども、

どのような時間がかかって、どういうコースを通って、それで小学校の前でおろしてとい

うような、それを１週間試行したんです。それによって何があるのかということの整理を

するわけですけれども、これやはりうちの学務の係長などは１週間、養沢の一番奥のバス

が出るところからいるんです。こっちからバスが行くとき乗せていってもらって、それで

一番奥まで、もうそれに乗っていて、そして子供が乗ってくるのを全部見て、そして五日

市の小学校の前まで連れてきておろすまでの仕事、毎朝１週間やってくれた。ですから、

そういう取り組みや何かをしながら、小宮の子供や保護者や先生方に対しても市が一生懸

命取り組んでいる姿、だれからも文句言われないようにしたと私は思います。その間、課

長、部長は、五日市の小学校の周辺で道路の状況がどうかとかいろんなチェックしながら、

私も初めと終わりだけは行きましたけれども、本当に地元の人たちもそんなにぶつぶつ文

句を言うことはないし、いい試行が終わったんじゃないかなと思います。こんなことは大

変なことだったんです、１月は。 

   以上です。 

委員長職務代理者（古田土暢子君） 

  山城委員。 

委員（山城清邦君） 

   １６日に主任児童委員との懇談会がありましたよね。何かこの主任児童委員の間で、今

こういうことが問題になっている、そういうようなものが何かあるんですか。 

教育長（宮林 徹君） 

   ありますね。ありますねというは、主任児童委員さんたちは、それぞれのところでケー
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ス持っていますから、そういうものをもとにしながら私と話をする中で、こんなふうなこ

とをしてもらうとありがたいとか、そんなのもあるんですよね。特に五日市にある相談所

だとか、五日市のほうの人たちが多いんですけども、五日市にある相談所はスタッフの人

数がこちらから比べると足りない。もちろんケースの数も違うんですけどね。こちらはも

う６００回から来ているんで、向こうは何十何回という感じなんですけれども、いつ電話

しても、１人しかいない先生が学校訪問したときには留守番電話になっちゃうとか、せっ

かく相談しようと思って電話かけたときに留守だったというようなことがあって、主任児

童委員の人のところに苦情の電話が来たりするんですね。それを何とかできないかとか、

２人にすれば１人は留守番ができるんだということなんだけれども、はい、わかりました

と１人ふやすわけにもいかないしね。じゃ、どうしたらいいのかというような、そんな話

も、具体的な話としてはしたり、そのほかやはり大人が手本のあきる野というけども、本

当に大人が手本になれないで苦しんでいる大人が多い人の子供を預かっているということ

なんですよ。 

   それから、不審者とか性犯罪というか性被害というか、そういうようなものが非常に低

年齢化してきちゃって、小学生だといってもそうそう油断してちゃいけないなんていうこ

とを、私たちはいろんな報告で知っているけど、この人たちも知ってんですよ。だから、

そんな本当に今日的な子育てというか子供を育てることの話し合いを、私１人とあと６人

かな。応接室で結構まじめに話をして、初めは１時間と言ったんだけど、１時間半ぐらい、

まだあと３０分やっても構わなかったんですが、それくらい熱が入って帰りましたけどね。

あの人たちは来てよかったと言って帰りました。そうだったと思いますよ。改善できるも

のはしてあげたいと思いますね。 

委員（山城清邦君） 

   定期的にやっているんですか。 

教育長（宮林 徹君） 

   年に一遍。必ずこの時期になると新年のあいさつを兼ねて来るんですね。 

委員長職務代理者（古田土暢子君） 

   やはりあれですよね、学校訪問に行ってもやっぱりいろんなケースがある場合、主任児

童委員がまず学校との情報交換をしながら、そういうケースに当たっていくということで、

学校の先生方にももう信頼を持っていただいて活動されているので、本当心強い方たちだ

と思いますよね。 

教育長（宮林 徹君） 

   そうですね。あの人たちの意識が、自分たちも相当勉強しないと、いろんな課題に対し

てうまくできないということを物すごくよく知っているんだよね。だから私のところへ来

て話をしながら勉強したいとか、口幅ったい言い方だけど来て勉強しようとか、それから

私の考えをどんどん言うとか、そうするとそれはそれなりに一生懸命書いて帰っていくか

ら、本当にそういうので鍛えていかないと対応できないですよ、と思います。それが大事

なんだよ、そういうのが。 

委員長職務代理者（古田土暢子君） 

   すごく、でも、いい懇談会をつくっていただいて。 
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教育長（宮林 徹君） 

   いつか知らないうちにそうなったんだ。これで２年か、３年間ぐらいやっているんです

けどね。初めは何しに来られるのかなというふうに思ったんですけど、ああそういう話す

りゃいいのかということでね、いらっしゃいということでやっているんですけど。 

委員長職務代理者（古田土暢子君） 

   よろしいですか、山城委員。 

委員（山城清邦君） 

   はい、ありがとうございました。 

委員長職務代理者（古田土暢子君） 

   私、ちょっと１つ感じたことをお話しさせていただきたんですけど、私は、１月２１日、

学校公開が３校ありまして、ちょっと急ぎ足ですけれども、回らせていただいたんです。

まず、五日市では印象に残ったのが、やはり鼓笛の引き継ぎということで、５、６年生が

合同で体育館で引き継ぎというか練習をする場面がありまして、６年生がすごくリーダー

役を、やっていただいて、５年生が本当その信頼関係が見えるくらいに、何か顔を合わせ

ながら確認し合いながらの練習の場面を見せていただいて、やはり五日市の鼓笛は立派で、

いろいろな行事にも参加されているけれども、こういうやっぱり引き継ぎのすばらしいも

のがあるんだなということで感じさせていただきました。 

   それとあと多西小学校では、日本の伝統文化が本当に多西小の一つの看板みたいな感じ

に受け取れました。地域の方がもう本当大勢の協力者がいらして、それから保護者や一般

の参観者が大勢いらして、菅生歌舞伎から、昔遊びから本当充実したもので、とてもよか

ったと思います。 

   それから、草花小では、２校時目に地震を想定した避難訓練を授業中に放送が入りまし

て、それで児童はこういう状況で避難をする。保護者はこういう状況で避難体制に当たっ

てくださいということで、親子で一緒に避難訓練ができたということで、これは本当にこ

れからはこういう形で避難訓練の形も進めていって、親子で共通した何か理解を深めなが

らのものも大切なのかなという気持ちがいたしました。それで放送では校長先生が避難訓

練のお話をされたり、地域の防災の方が今回の避難の様子は、児童がこういうところがち

ょっと残念だった、こういうところがよかったという、そういうお話までしてくださって、

とても充実した学校公開だったと思います。そんなことで３校回らせていただきました。 

   ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

委員（田野倉美保君） 

   私のほうは、学校訪問を何カ所か行かせていただいて、各学校で先生方が本当に一生懸

命生徒をどのようにしたらいい学校を作れるかということに苦心していらっしゃるのにす

ごく感心しました。 

あとは先ほど山城先生もおっしゃっていましたが、１月１８日の研究推進校の増戸小・

中学校の発表会、小中一環教育というお話は書面で読んだりはしていたんですけども、実

際に具体的にどういう形になるのかというのがいまいちつかめていなかったんですけども。

実際に小学生と中学生が同じクラスで授業していらっしゃる様子ですとか、実験の様子で

すとか、あるいは中学校の先生が小学校まで行って英語の授業をやったりする様子などを
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見させていただいて、ああ、こういう形で進めていくんだと、すごく具体的にわかって、

私も本当に勉強になりました。また、千葉大学の先生のお話にも、小中連携をすることで、

授業の連携をすることで、一環教育を進めていくのが一番いいことだという話もすごく参

考になりましたし、本当に両小学校、中学校の先生方が、この研究をするためにどれだけ

多くの時間と労力を割いていただいたのか。それぞれの段階に応じた作成書みたいなもの

を作って、国語、算数、全部が小学校、中学校の各分野でそれぞれ、１年生ではここまで、

２年生ではここまでというのをすごく細かく指導段階作成書をつくっていただいたのが、

すごく大変だったんではないかなと。何度もミーティングなどをしないとこれだけのもの

はつくれないと思うんで、それが今は増戸小中ですけれども、それをあきる野市全市に広

げていくというのは、もう現場の先生方の頑張りが本当に必要なんだなと思いました。い

い方向で進んでいけば非常にいい連携ができると思うので頑張っていただきたいなあと思

います。 

委員長職務代理者（古田土暢子君） 

   いい土台づくりができてきているなという思いがいたしましたね。ありがとうございま

した。 

   あとほかにないようですので、教育委員報告は終了します。 

   続きまして、日程第３、委員長の選挙についてです。 

   委員長の選挙について、事務局の説明をお願いいたします。 

教育総務課長（鈴木惠子君） 

   本件につきましては、教育委員長がご逝去されたことから後任を選挙するもので、任期

につきましては、本日１月２６日から平成２５年１月２５日までの１年間になります。選

挙の方法は、規定によりまして単記無記名投票または指名推選の方法によって行っていく

ということになっております。 

委員長職務代理者（古田土暢子君） 

   ただいま事務局から説明がありました。委員長の選挙方法についてお諮りいたします。

いかがいたしましょうか。 

   教育長。 

教育長（宮林 徹君） 

   選挙という方法もあるんですけれども、指名推選でお願いできたらというふうに思いま

すけれども、いかがでしょうかね。 

委員長職務代理者（古田土暢子君） 

   ただいま教育長から指名推選でという発言がありました。そのようにしたいと思います

が、ご異議はありませんか。 

《異議なし》 

委員長職務代理者（古田土暢子君） 

   ご異議がないようですので、指名推選の方法で選挙することに決定しました。 

   それでは、どなたかご指名をお願いいたします。 

   山城委員。 

委員（山城清邦君） 
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   皆さんの推薦ということでございまして、そういうことでありますので、ぜひともこの

間職務代理を務めていただきましたお立場の古田土さんに、ぜひ委員長になっていただき

たいと思います。理由はたくさんありますけれども、長らく経験されておられますし、職

務代理として常に委員長を支えてこられましたので、また基本的にはそれ以前の問題とし

て、識見から能力からいって十分お務めいただくことができると言っては失礼ですけども、

ふさわしいと思っておりますので、ぜひお受けいただきたいと思い推薦させていただきま

す。 

委員長職務代理者（古田土暢子君） 

   ただいま山城委員から委員長に、私、古田土をというご意見がありましたが、いかがで

しょうか。 

《賛成》 

委員長職務代理者（古田土暢子君） 

   ご異議がないようですので、皆様のご意向により、私、古田土が委員長に選任されまし

た。 

委員長（古田土暢子君） 

   続きまして、日程第４、委員長職務代理者の指定についてです。委員長職務代理者の指

定について、事務局の説明をお願いいたします。 

   鈴木課長。 

教育総務課長（鈴木惠子君） 

   本件につきましては、ただいま委員長が選任されましたので、あきる野市教育委員会の

会議規則第８条の規定によりまして、委員長職務代理者の指定を行うものです。指定の方

法は、委員長の選挙の方法に準ずると規定をされておりますので、単記無記名投票か指名

推選のいずれかとなります。 

   以上でございます。 

委員長（古田土暢子君） 

   ただいま事務局から説明がありました。 

   指定の方法についてお諮りいたします。いかがいたしましょうか。 

   教育長。 

教育長（宮林 徹君） 

   委員長と同じように、指名推選でお決めいただくのがよろしいかなというふうに思いま

す。 

委員長（古田土暢子君） 

   ただいま教育長から指名推選でという発言がありましたので、そのようにしたいと思い

ますが、ご異議はありますか。 

《異議なし》 

委員長（古田土暢子君） 

   ご異議がないようですので指名推選の方法に決定しました。 

   それでは、どなたかご指名をお願いいたします。 

   教育長。 
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教育長（宮林 徹君） 

   委員長に古田土先生になっていただいたわけですので、山城先生に職務代理者として委

員長を支えていただいて、委員会そのものに活性化を図るための力をおかりできればとい

うふうに思います。山城先生を推薦したいと思います。 

委員長（古田土暢子君） 

   ただいま教育長から委員長職務代理者に山城委員というご意見がありましたが、いかが

でしょうか。 

《賛成》 

委員長（古田土暢子君） 

   ご異議がないようですので、山城委員を委員長職務代理者に決定しました。 

   それでは、委員長と委員長職務代理者が決定いたしましたので、就任のあいさつという

ことで行いたいと思います。 

   ただいま山城委員より身に余るような推薦のお言葉をいただきました。浅学非才の身で

ありながら、教育委員長という重責を果たしてこれから務め上げていけるか不安もござい

ます。しかし、お引き受けした以上、委員の皆様、宮林教育長、事務局の皆様方のご指導、

ご鞭撻をいただきながら務めていきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

（拍手） 

   山城委員。 

委員長職務代理者（山城清邦君） 

   ただいま職務代理者として選任をされました山城でございます。何せ私まだことしの１

０月が来て任期満了になりまして、１期目ですので、本当に過去３年何カ月ですけれども、

余り様子がまだわからないところもありまして、ちょっと責任重いな、できるかなという

ふうな気がしておりますけれども。諸般の事情ということもあろうかと思いますので、任

期までお務めさせていただきますけれども。しかし、委員長がしっかりしていらっしゃい

ますので、その下で支えるぐらいのことができれば、それでご勘弁願いたいと思って、決

して邪魔をすることはいたしませんけれど、支えられるかどうかもちょっと自分では自信

がありませんけれど。しかし、委員会のため、それから市内の小中学生のために力を注げ

たらなと思っている次第でございます。本当に力足りませんけれど、委員長を支えるため

に一生懸命頑張ってまいりたいと思っています。よろしくお願いいたします。 

委員長（古田土暢子君） 

   よろしくお願いいたします。 

   それでは、最後に、事務局から今後の日程などについてご案内をお願いします。 

   鈴木課長。 

教育総務課長（鈴木惠子君） 

   それでは、今後の日程についてご案内申し上げます。２月７日は、西秋留小の学校訪問

がございます。９時出発で行きたいと思います。 

   また、２月９日は、市町村教育委員会連合会の研修会が東京自治会館でございます。１

２時半出発ということで予定しておりますので、よろしくお願いします。 

また、２１日は、秋多中の学校訪問がございます。同じく９時ということでよろしくお
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願いします。 

２月の定例会でございますが、２３日２時から５０５会議室で開催いたしますので、よ

ろしくお願いします。 

委員長（古田土暢子君） 

   以上をもちまして、あきる野市教育委員会１月定例会を終了いたします。 

                        閉会宣言   午後２時３６分 

 


